
出演：こころ亭久茶
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で学ぶで学ぶ落 語落 語落 語落 語

どこの家庭でも起こりうる相続問題。
相続相談実績を多数もつ実務家行政書士が、相続・遺言・後見にまつわる
諸問題や老朽建築物の建替えについて落語風におもしろく解説します。  

不燃化セミナー不燃化セミナー不燃化セミナー不燃化セミナー

お問い合わせ先 ：  大田区　防災まちづくり課
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お問い合わせ先 ：  大田区　防災まちづくり課
                  （TEL：03-5744-1338）

参
加
無
料

参
加
無
料

予
約
不
要

予
約
不
要

■今時の相続事情

　相続問題のあんなこと、こんなこと

■永遠のテーマ

  どうしたらお父さんに遺言書を書いてもらえるか？

■遺言書の書き方、落とし穴

　心のこもった遺言書とは

■亡くなる前に相続問題は起きている

　後見制度の重要性

■相続税の増税で大変だ！

  対策は大丈夫ですか？　　

■新しい相続のカタチ

  信託制度で長年の課題を解決

■不動産活用と建築・建替え計画

  認知症になっては遅い・・・事前計画の重要性

平成 31 年 3 月 2 日 （土）

羽田特別出張所（羽田地域力推進センター） 

4 階会議室

10：00～11：30（開場9：40）10：00～11：30（開場9：40）
日時

場所
※地図は裏面に掲載

大田区大田区



講師プロフィール講師プロフィール講師プロフィール
こころ亭 久茶（こころてい きゅうちゃ）

（行政書士きざき法務オフィス　代表　木﨑　海洋（きざき　かいよう）)

相続・不動産・企業コンサルタントとして活動。

相続や事業承継は心の問題と考え、裁判によらな

い円満解決を目指す。

経験したアパート経営や保険業務に関する講演も

行い、全国で年間140回を超える講演を行い視聴

者は7,000人を超える。

会場案内図会場案内図会場案内図

平成32年度まで！
大田区の不燃化特区支援制度大田区の不燃化特区支援制度

　　 　　　　　　　　大田区 防災まちづくり課
〒144-8621 大田区蒲田5-13-14（大田区役所７階 27番窓口）

TEL：03-5744-1338 　FAX：03-5744-1526

ホームページもご確認下さい 大田区ホームページ　不燃化助成　羽田 検索

◆お問合せ先◆ ◆お問合せ先◆ 
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大鳥居駅

羽田
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穴守稲荷駅

羽田小学校

←京急蒲田

羽田空港→

羽田特別出張所

会場：羽田特別出張所
（羽田地域力推進センター）
4階  会議室

住所：大田区羽田
一丁目18-13

交通：京急空港線
　  大鳥居駅
徒歩5分

首
都
高
速
羽
田
線

首
都
高
速
羽
田
線

産
業
道
路

産
業
道
路

環八通り

羽田バス通り

京急空港線

または 羽田地区不燃化相談窓口（羽田４-11-４）
○窓口開設日時：月・火・木・金曜日（祝日除く）　午前９時～午後５時

TEL：03-6423-8118　 FAX：03-6423-8139

老朽建築物の解体費用・建替え費用を区が助成します！

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

田区の不燃化特区支援制田区の不燃化特区田区の不燃化特区支援制度

解体費用 建替え費用を区が助

〈羽田二・三・六丁目地区〉〈羽田二・三・六丁目地区〉〈羽田二・三・六丁目地区〉


